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設（この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された 設（この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された

部分を除く。）については、設備基準のうち一の居室の定員に 部分を除く。）については、設備基準のうち一の居室の定員に

関する基準（四人以下）、利用者一人当たりの床面積に関する 関する基準（四人以下）、利用者一人当たりの床面積に関する

基準（十・六五平方メートル以上）、食堂及び機能訓練室の面 基準（十・六五平方メートル以上）、食堂及び機能訓練室の面

積に関する基準（三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積 積に関する基準（三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積

以上）を適用しないものである。（指定居宅サービス等の事業 以上）を適用しないものである。（指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平 の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平

成十二年厚生省令第三十七号）附則第二項による経過措置） 成十二年厚生省令第三十七号）附則第二項による経過措置）

九～十の二 （略） 九～十の二 （略）

十一 福祉用具貸与 十一 福祉用具貸与

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第百九十四条） ⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第百九十四条）

① 福祉用具専門相談員の範囲については、介護保険法施行令（平 ① 福祉用具専門相談員の範囲については、介護保険法施行令（平

成十年政令第四百十二号。以下「政令」若しくは「施行令」と 成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。）第三条の二

いう。）第三条の二第一項において定めているところであるが、 第一項において定めているところであるが、福祉用具貸与に係

福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けよう る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、当該

とする者は、当該福祉用具貸与に従事させることとなる者が政 福祉用具貸与に従事させることとなる者が政令第三条の二第一

令第三条の二第一項各号に規定する者であるかを確認する必要 項各号に規定する者であるかを確認する必要がある。

がある。

② また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成十八 ② また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成十八

年政令第百五十四号）附則第十八条第二項各号に規定する「都 年政令第百五十四号）附則第十八条第二項各号に規定する「都

道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習とし 道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習とし

て都道府県知事が公示するものの課程」に該当するかどうかに て都道府県知事が公示するものの課程」に該当するかどうかに

ついて疑義があるときは、当該指定の申請をするに当たって、 ついて疑義があるときは、当該指定の申請をするに当たって、

その旨を都道府県知事に申し出るものとする。 その旨を都道府県知事に申し出るものとする。

③ 指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員 ③ 指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員

の員数については、常勤換算方法で二以上とされているが、当 の員数については、常勤換算方法で二以上とされているが、当

該指定福祉用具貸与事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指 該指定福祉用具貸与事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指

定特定福祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業 定特定福祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業

者の指定を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る事 者の指定を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る事

業所と指定福祉用具貸与事業所が一体的に運営される場合につ 業所と指定福祉用具貸与事業所が一体的に運営される場合につ

いては、常勤換算方法で二以上の福祉用具専門相談員を配置す いては、常勤換算方法で二以上の福祉用具専門相談員を配置す

ることをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満た ることをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満た

しているものとみなすことができる。したがって、例えば、同 しているものとみなすことができる。したがって、例えば、同

一の事業所において、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用 一の事業所において、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用
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具貸与、指定特定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売 具貸与、指定特定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売

の四つの指定を併せて受けている場合であっても、これらの運 の四つの指定を併せて受けている場合であっても、これらの運

営が一体的になされているのであれば、福祉用具専門相談員は 営が一体的になされているのであれば、福祉用具専門相談員は

常勤換算方法で二人でもって足りるものである。 常勤換算方法で二人でもって足りるものである。

⑵ 管理者（居宅基準第百九十五条） ⑵ 管理者（居宅基準第百九十五条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照

されたい。 されたい。

２ 設備に関する基準 ２ 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第百九十六条第一項に規定する必要な広さの区画につ ⑴ 居宅基準第百九十六条第一項に規定する必要な広さの区画につ

いては、利用申し込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペ いては、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペー

ースを確保するものとする。 スを確保するものとする。

⑵ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及 ⑵ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与に必要な設備及

び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等 び備品等を確保するものとする。ただし、他の事業所又は施設等

と同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び と同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び

当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の 当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の

事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用するこ 事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用するこ

とができるものとする。 とができるものとする。

⑶ 同条第二項第一号ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉 ⑶ 同条第二項第一号ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉

用具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほ 用具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほ

か、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するため か、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するため

の措置が講じられていることをいうものである。 の措置が講じられていることをいうものである。

⑷ 同条第二項第二号に定める福祉用具の消毒のために必要な器材 ⑷ 同条第二項第二号に定める福祉用具の消毒のために必要な器材

とは、居宅基準第二百三条第二項の規定による消毒の方法により とは、居宅基準第二百三条第二項の規定による消毒の方法により

消毒を行うために必要な器材をいう。 消毒を行うために必要な器材をいう。

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

① 居宅基準第百九十七条第一項、第二項及び第四項は、指定訪 ① 居宅基準第百九十七条第一項、第二項及び第四項は、指定訪

問介護に係る居宅基準第二十条第一項、第二項及び第四項と同 問介護に係る居宅基準第二十条第一項、第二項及び第四項と同

趣旨であるため、第三の一の３の⑽の①、②及び④を参照され 趣旨であるため、第三の一の３の⑽の①、②及び④を参照され

たい。なお、指定福祉用具貸与は継続的な契約であるとともに たい。なお、指定福祉用具貸与は継続的な契約であるとともに

利用者と対面する機会が少ないことから、指定福祉用具貸与事 利用者と対面する機会が少ないことから、指定福祉用具貸与事

業者は、利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴収する 業者は、利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴収する

ことも可能とするが、この場合であっても、要介護者の要介護 ことも可能とするが、この場合であっても、要介護者の要介護

認定の有効期間を超える分について前払いにより利用料を徴収 認定の有効期間を超える分について前払いにより利用料を徴収

してはならない。 してはならない。
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② 同条第三項は、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸 ② 居宅基準百九十七条第三項は、指定福祉用具貸与事業者は、

与の提供に関し、 指定福祉用具貸与の提供に関し、

イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸 イ 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸

与を行う場合の交通費 与を行う場合の交通費

ロ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やク ロ 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やク

レーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該 レーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該

措置に要する費用については、前二項の利用料のほかに、利 措置に要する費用については、前二項の利用料のほかに、利

用者から支払を受けることができるものとし、介護保険給付 用者から支払を受けることができるものとし、介護保険給付

の対象なっているサービスと明確に区分されないあいまいな の対象なっているサービスと明確に区分されないあいまいな

名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたも 名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたも

のである。 のである。

③ 同条第五項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わずに、 ③ 同条第五項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わずに、

福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような場合 福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような場合

には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等によ には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等によ

り、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたもの り、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたもの

である。 である。

⑵ 指定福祉用具貸与の基本取扱方針 ⑵ 指定福祉用具貸与の基本取扱方針

居宅基準第百九十八条第二項は、指定福祉用具貸与においては、 居宅基準第百九十八条第二項は、指定福祉用具貸与においては、

福祉用具が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全 福祉用具が様々な利用者に利用されることから、その衛生と安全

性に十分留意することとしたものである。 性に十分留意することとしたものである。

⑶ 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 ⑶ 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針及び福祉用具貸与計画の作

成

① 居宅基準第百九十九条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具 ① 居宅基準第百九十九条は、指定福祉用具貸与に係る福祉用具

専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉 専門相談員の業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉

用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要があ 用具専門相談員は原則としてこれらの手続を自ら行う必要があ

る。なお、第四号の福祉用具の修理については、専門的な技術 る。なお、同条第四号の福祉用具の修理については、専門的な

を有する者に行わせても差し支えないが、この場合にあっても、 技術を有する者に行わせても差し支えないが、この場合にあっ

専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うものとする。 ても、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うものとす

る。

② 同条第一項第三号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての ② 同条第三号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての調整、

調整、説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、 説明及び使用方法の指導について規定したものであるが、特に、

特に、電動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面か 電動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意

ら注意が必要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用 が必要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際し

に際しての注意事項について十分説明するものとする。なお、 ての注意事項について十分説明するものとする。また、自動排

同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対 泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉
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応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定福 用具については、利用者又は家族等が日常的に行わなければな

祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 らない衛生管理（洗浄、点検等）について十分説明するものと

する。

なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故

障時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、

指定福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうもので

ある。

③ 同条第四号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっての随時の

使用方法の確認及び指導・修理について規定したものであるが、

特に自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が

必要な福祉用具については、当該福祉用具の製造事業者が規定

するメンテナンス要領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛

生管理、保守・点検を確実に実施すること。

③ 同条第一項第五号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与 ④ 同条第五号は、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置

が位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービ づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当

ス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ 者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定福

指定福祉用具貸与の必要な理由の記載が必要となるため、福祉 祉用具貸与の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専

用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、 門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用

福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必 具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措

要な措置を講じなければならない。 置を講じなければならない。

また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同様の手続に また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同様の手続に

より、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身 より、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身

の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものか の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものか

どうかの検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サー どうかの検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サー

ビス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助 ビス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助

言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならな 言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。

い。 ⑤ 福祉用具貸与計画の作成

イ 居宅基準第百九十九条の二第一項は、福祉用具専門相談員

が利用者ごとに、福祉用具貸与計画を作成しなければならな

いこととしたものである。なお、指定特定福祉用具販売の利

用がある場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売

に係る計画は、一体的に作成すること。

ロ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具

の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した

理由等を記載すること。その他、関係者間で共有すべき情報
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（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項

に記載すること。

なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごと

に定めるもので差し支えない。

ハ 福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に沿って作成され

なければならないこととしたものである。

なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サービス計画が作

成された場合は、当該福祉用具貸与計画が居宅サービス計画

に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものと

する。

ニ 福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて作成されなければならないもの

であり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障するため、福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作

成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を

得なければならず、また、当該福祉用具貸与計画を利用者に

交付しなければならない。

なお、福祉用具貸与計画は、居宅基準第二百四条の二第二

項の規定に基づき、二年間保存しなければならない。

⑷ 運営規定 ⑷ 運営規定

居宅基準第二百条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及 居宅基準第二百条は、指定福祉用具貸与の事業の適正な運営及

び利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するた び利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供を確保するた

め、同条第一号から第六号までに掲げる事項を内容とする規定を め、同条第一号から第六号までに掲げる事項を内容とする規定を

定めることを指定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであ 定めることを指定福祉用具貸与事業所ごとに義務づけたものであ

るが、特に次の点に留意するものとする。 るが、特に次の点に留意するものとする。

① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その ① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その

他の費用の額（第四号） 他の費用の額（第四号）

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、 「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、

納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「利 納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「利

用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸 用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸

与に係る利用料（一割負担）、法定代理受領サービスでない指 与に係る利用料（一割負担）、法定代理受領サービスでない指

定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、 定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、

居宅基準第百九十七条第三項により徴収が認められている費用 居宅基準第百九十七条第三項により徴収が認められている費用

の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規 の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規

定するものであるが、個々の福祉用具の利用料については、そ 定するものであるが、個々の福祉用具の利用料については、そ



- 34 -

の額の設定の方式（利用期間に暦月による一月に満たない端数 の額の設定の方式（利用期間に暦月による一月に満たない端数

がある場合の算定方法等）及び目録（居宅基準第二百四条第二 がある場合の算定方法等）及び目録（居宅基準第二百四条第二

項に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば 項に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば

足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しな 足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しな

いものであること。 いものであること。

② その他運営に関する重要事項（第六号） ② その他運営に関する重要事項（第六号）

⑹①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法につ ⑹①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法につ

いて規定すること。 いて規定すること。

⑸ 適切な研修の機会の確保（居宅基準第二百一条） ⑸ 適切な研修の機会の確保（居宅基準第二百一条）

福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有 福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を有

するものが開発されるとともに、要介護者の要望は多様であるた するものが開発されるとともに、要介護者の要望は多様であるた

め、福祉用具専門相談員は常に最新の専門的知識に基づいた情報 め、福祉用具専門相談員は常に最新の専門的知識に基づいた情報

提供、選定の相談等を行うことが求められる。このため、指定福 提供、選定の相談等を行うことが求められる。このため、指定福

祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に福祉用具の構造、使 祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に福祉用具の構造、使

用方法等についての継続的な研修を定期的かつ計画的に受けさせ 用方法等についての継続的な研修を定期的かつ計画的に受けさせ

なければならないこととしたものである。 なければならないこととしたものである。

⑹ 衛生管理等（居宅基準第二百三条） ⑹ 衛生管理等（居宅基準第二百三条）

① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保 ① 福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保

守点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯 守点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯

による消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみ による消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみ

て適切な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。 て適切な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。

なお、自動排泄処理装置を取り扱う場合は、当該自動排泄処

理装置の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、利

用者を変更する場合に必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品

交換、動作確認等）が確実に実施されるよう、特に留意するこ

と。

② 第三項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部 ② 第三項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部

又は一部を他の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営す 又は一部を他の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営す

る他の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与す る他の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与す

る事業者を含む。以下「受託者等」という。）に行わせる指定 る事業者を含む。以下「受託者等」という。）に行わせる指定

福祉用具貸与事業者（以下この項において「指定事業者」とい 福祉用具貸与事業者（以下この項において「指定事業者」とい

う。）は、当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われ う。）は、当該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われ

ることを担保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契 ることを担保するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契

約（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該 約（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該

保管又は消毒の業務を行わせる場合にあっては、業務規定等） 保管又は消毒の業務を行わせる場合にあっては、業務規定等）
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において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならな において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならな

い。 い。

イ 当該委託等の範囲 イ 当該委託等の範囲

ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件

ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下 ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下

「委託等業務」という）が居宅基準第十三章第四節の運営 「委託等業務」という）が居宅基準第十三章第四節の運営

基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期 基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期

的に確認する旨 的に確認する旨

ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を

行い得る旨 行い得る旨

ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所 ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所

用の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当 用の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当

該措置が講じられたことを指定事業者が確認する旨 該措置が講じられたことを指定事業者が確認する旨

へ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償す へ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償す

べき事故が発生した場合における責任の所在 べき事故が発生した場合における責任の所在

ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要 ト その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要

な事項 な事項

③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなけ ③ 指定事業者は②のハ及びホの確認の結果の記録を作成しなけ

ればならない。 ればならない。

④ 指定事業者が行う②のニの指示は、文書により行われなけれ ④ 指定事業者が行う②のニの指示は、文書により行われなけれ

ばならない。 ばならない。

⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準第二百四条の二第二項 ⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準第二百四条の二第二項

の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を二年間保 の規定に基づき、②のハ及びホの確認の結果の記録を二年間保

存しなければならない。 存しなければならない。

⑺ 記録の整備 ⑺ 記録の整備

居宅基準第二百四条の二により、整備すべき記録は以下のとお 居宅基準第二百四条の二により、整備すべき記録は以下のとお

りであること。 りであること。

① 福祉用具貸与計画

① 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録 ② 提供した個々の指定福祉用具貸与に関する記録

② ３の⑹の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書 ③ ３の⑹の③の確認の結果の記録及び④の指示の文書

③ 準用される居宅基準第二十六条に係る市町村への通知に係る ④ 準用される居宅基準第二十六条に係る市町村への通知に係る

記録 記録

④ 準用される居宅基準第三十六条第二項に係る苦情の内容等の ⑤ 準用される居宅基準第三十六条第二項に係る苦情の内容等の

記録 記録

⑤ 準用される居宅基準第三十七条第二項に係る事故の状況及び ⑥ 準用される居宅基準第三十七条第二項に係る事故の状況及び
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事故に際して採った処置についての記録 事故に際して採った処置についての記録

⑻ 準用 ⑻ 準用

居宅基準第二百五条の規定により、居宅基準第八条から第十九 居宅基準第二百五条の規定により、居宅基準第八条から第十九

条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十八条ま 条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十八条ま

で、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定 で、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定

福祉用具貸与の事業について準用されるため、第三の一の３の⑴ 福祉用具貸与の事業について準用されるため、第三の一の３の⑴

から⑼まで、⑾、⒁及び（21）から（25）まで、第三の二の３の⑷並び から⑼まで、⑾、⒁及び（21）から（25）まで、第三の二の３の⑷並び

に第三の六の３の⑸を参照されたい。この場合において、次の点 に第三の六の３の⑸を参照されたい。この場合において、次の点

に留意するものとする。 に留意するものとする。

① 居宅基準第十条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、 ① 居宅基準第十条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、

取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」 取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「初回訪問 とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「初回訪問

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日 時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日

及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及 及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及

び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」 び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」

と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と

読み替えられるものであること。 読み替えられるものであること。

② 準用される居宅基準第百一条第一項及び第二項については、 ② 準用される居宅基準第百一条第一項及び第二項については、

次の点に留意すること。 次の点に留意すること。

イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日 イ 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員の日

々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を 々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

勤務表上明確にすること。 勤務表上明確にすること。

ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等 ロ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等

については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉 については、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者たる福祉

用具専門相談員が行わなければならないが、福祉用具の運搬、 用具専門相談員が行わなければならないが、福祉用具の運搬、

回収、修理、保管、消毒等の利用者のサービスの利用に直接 回収、修理、保管、消毒等の利用者のサービスの利用に直接

影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外 影響を及ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外

の者又は第三者に行わせることが認められるものとしたもの の者又は第三者に行わせることが認められるものとしたもの

であること。なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合 であること。なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合

は、居宅基準第二百三条第三項の規定に留意すること。 は、居宅基準第二百三条第三項の規定に留意すること。

４ 基準該当福祉用具貸与に関する基準 ４ 基準該当福祉用具貸与に関する基準

⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百五条の二） ⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百五条の二）

基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与

の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合 の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専 については、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所で福祉用具専
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門相談員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事 門相談員の員数を満たすことをもって、基準該当福祉用具貸与事

業所での員数を満たしているものとみなすことができる。 業所での員数を満たしているものとみなすことができる。

⑵ 準用 ⑵ 準用

居宅基準二百六条の規定により、居宅基準第八条から第十四条 居宅基準二百六条の規定により、居宅基準第八条から第十四条

まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第 まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第

三十三条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を 三十三条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を

除く。）、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第百一条第一項 除く。）、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百

及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに 一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十

第四節（第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。）の規定は、 六条並びに第四節（第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。）

基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものであるため、第三 の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用されるものである

の一の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び（21）から（25） ため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び

まで、第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸並びに第三の十一の （21）から（25）まで、第三の二の３の⑷、第三の六の３の⑸並びに第

１（⑴の③を除く。）から３までを参照されたい。なお、この場 三の十一の１（⑴の③を除く。）から３までを参照されたい。な

合において、準用される居宅基準第百九十七条第二項の規定は、 お、この場合において、準用される居宅基準第百九十七条第二項

基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料につい の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利

て、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、なら 用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場

ない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための基準とな 合も、ならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するため

る費用の額（百分の九十を乗ずる前の額）との間に不合理な差額 の基準となる費用の額（百分の九十を乗ずる前の額）との間に不

が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象とな 合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付

るサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利 の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサ

用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な ービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等によ

差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所によ る不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該

る福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と 事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉

認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なるこ 用具貸与と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料

とは認められないものである。 が異なることは認められないものである。

十二 特定福祉用具販売 十二 特定福祉用具販売

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百八条第一項） ⑴ 福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準第二百八条第一項）

福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第三の十一の１の⑴ 福祉用具貸与の場合と同趣旨であるため、第三の十一の１の⑴

を参照されたい。 を参照されたい。

⑵ 管理者（居宅基準第二百九条） ⑵ 管理者（居宅基準第二百九条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参照

されたい。 されたい。

２ 設備に関する基準 ２ 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第二百十条に規定する必要な広さの区画については、 ⑴ 居宅基準第二百十条に規定する必要な広さの区画については、


